
法人名：独立行政法人　家畜改良センター

公益法人の区分
国所管、都道府県
所管の区分

継続支出の
有無

（社）家畜改良事業団 乳用種雄牛後代検定負担金 8,519,005 ― H23.6.17 ― 特社 国所管

乳用種雄牛の後代検定を
全国統一的に実施する事
業に参加していることに対
する負担金であり、優良な
種雄牛を作出するという事
業目的を達成するための
支出であり適正であると考
える。
　なお、平成２３年度から後
代検定への新たな参加を
中止したため、負担金の支
払は既に検定参加中の牛
の検定が終了する平成２７
年度分をもって終了する。

有

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

点検結果
（見直す場合はその内容）

独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての見直しの状況

公益法人の場合

交付又は支出先法人名称 名目・趣旨等
交付又は支出額
（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、
もしくは最低限の金額

（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

様式８ 


